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捜査機関に対する情報開示プロセス 

有効性評価報告書  
 

１ 【情報開示モニタリング委員会による評価の枠組みに関する事項】 

情報開示モニタリング委員会（以下「当委員会」という。）は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ

株式会社（以下「CCC」という。）の取締役会の下に設置された専門委員会である。当委員会は、取締役会

において選任された外部有識者2名とCCC管掌執行役員1名の合計3名で構成され、その任務は、CCCの捜査機

関に対する情報開示プロセスが、個人情報保護及び公益性の観点から、厳格かつ適切に管理、運用されて

いるのかを評価することにある。以下、当委員会が今事業年度に実施した有効性評価の結果について報告

する。 

 

２ 【評価期間、評価対象に関する事項】 

情報開示プロセスに関する評価期間は、2021年4月1日から2022年3月31日までの間とする。評価に当たっ

ては、CCCが2019年8月23日に公表した「捜査機関からの情報提供の要請に対する基本方針」を基準として

いる。本委員会による評価は、別紙に示すとおり、捜査機関からの「開示要請」を受けてから、その要請

に応えるまで、あるいは要請を却下するまでの「フロー」を検証することであり、さらに必要に応じて、

この情報開示プロセスが合理的かつ継続的に改善されているかを検証することである。 

具体的には、（1） 受付部門（第1線）と内容審査部門（第2線）は、それぞれ独立した形で運用されて

いたか、（2）受付部門（第1線）は、開示要請の受け付けに当たって、内容審査部門(第2線）が審査する

のに必要な事項が漏れなく記載されているかを、「事前に定めた手順」に沿って確認し、要請受理の可否

について審査していたか、（3）内容審査部門（第2線）は、受付部門（第1線）が受理した「開示要請」に

ついて、事前に定めた「開示基準」に合致しているかどうかを厳格に審査していたか、(4)「開示基準」だ

けでは即断できない新たな事案に関して開示要請があった場合には、CCCとは利害関係のない独立した外部

の弁護士（第三者）に相談・助言を求め判断を行っていたか、(5)外部の弁護士（第三者）の助言を受けて

行った判断については、その必要性を議論した上で、判断の視点や結論を「開示基準」などの内規に反映

させ、情報開示プロセスの継続的改善に繋げていたか、を評価するものである。なお、内容審査部門（第2



線）が用いた「開示基準」とは、「緊急性、急迫性、公益性」という各視点において、捜査機関からの要

請の妥当性を判断するものである。 

上記（2）から(4)までのフローを経た結果（開示要請に応じた件数）は、別紙のとおりとなっている。 

 

・受付部門（第1線）における要請件数                           297件 

・受付部門（第1線）で受け付けた「令状に基づく強制的開示」の件数             216件 

・受付部門（第1線）による「捜査機関からの情報提供の要請に対する基本方針」説明により、 

要請撤回・再検討された件数                               72件 

・受付部門（第1線）による確認で却下した件数                        1件 

・内容審査部門（第2線）が開示基準に則して却下した件数                        6件 

・内容審査部門（第2線）が外部の弁護士（第三者）に相談・助言を求めて却下した件数           0件 

・上記（2）から(4)のフローのすべてを通過した「令状なしの例外的開示」の件数        2件 

   

３ 【評価結果に関する事項】 

当委員会は、上記２の情報開示プロセスを確認し、上記２の（1）から（5）のフローが適切かつ有効に

機能していたかどうかを証跡に基づいて検証・評価した。その結果は次のとおりである。 

 

・（1）受付部門（第1線）と内容審査部門（第2線）は、それぞれ独立した形で機能していた。 

・（2）受付部門（第１線）は、「事前に定めた手順」に沿って確認し、要請受理の可否の審査を行って         

いた。 

・（3）内容審査部門（第2線）は、「開示基準」に則し、厳格な審査を実施していた。 

・（4）評価期間中に、既存の「開示基準」だけで即断できない新たな事案はなかったため、外部の弁護士

（第三者）への相談は行われなかった。 

・（5）(4)の理由から外部の弁護士（第三者）の助言を受けることはなかったが、今後、事案によっては、

「開示基準」を改定すべきか否かの議論を行い、情報開示プロセスを改善する活動も継続されていた。 

 

以上より、当委員会は、CCC にあっては、令状主義が徹底されており、個人情報の管理も厳格に行われ

ていたと判断する。また、捜査機関からの情報開示要請に関しても、特に「令状なしの開示要請」に関し

ては、二重三重の精査が切れ目なく行われていたと評価する。加えて、開示要請に至る以前に受け付けた

捜査機関からの電話での問い合わせに対し、CCC は「捜査機関からの情報提供の要請に対する基本方針」

を説明し 72 件が要請撤回、もしくは再検討されることとなった結果、僅か 2 件の「令状なしの例外的開示」

につながったものと捉えている。 

  

４ 【特記事項】 

評価期間中、現在の「開示基準」では開示の対象となっていない「傷害事件が後に傷害致死事件に発展

する蓋然性の高い事件」などに関し、令状なしでの開示要請に応ずるべきかどうかを議論した。この点に

関しては、まだ結論を得ていないが、外部の弁護士（第三者）からの意見を参考にしながら多角的な視点



より検討を深め、運用レベルで対応するのか、基準の改訂で対応するのかなど、CCC としての方針を明確

にし、改善に努めてもらいたい。 

以上 



【別紙】 

開示件数（2021年 4月 1日〜 2022年 3月 31日） 

   

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 開示件数合計

令状に基づく強制的開示 23 16 18 23 15 17 14 18 17 18 19 18 216

令状なしの例外的開示 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

2021年度

開示実績
218  

 

 


